
1

認可外保育施設集団指導
（家庭的保育事業）

～制度概要編～

東京都 福祉局 子供・子育て支援部  

保育支援課 地域保育担当



Ⅰ 認可外保育施設の概要

Ⅱ 認可外保育施設の届出

Ⅲ 認可外保育施設の報告

Ⅳ 認可外保育施設指導監督 

基準を満たす旨の証明書

2

目 次



Ⅰ 認可外保育施設の概要
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認可外保育施設の概要

【認可】      認可保育所
  認可保育所等        地域型保育事業            家庭的保育事業

              小規模保育事業

              事業所内保育事業

              居宅訪問型保育事業

幼保連携型認定こども園

  【認可外】    認証保育所

        認可外保育施設・事業   家庭的保育事業（家庭福祉員（保育ママ）等

事業所内保育施設（企業主導型保育施設含む）

    院内保育施設

    ベビーホテル（午後８時以降保育、宿泊保育、時間預かり）

    その他施設（事業所内、院内、べビーホテル以外）

居宅訪問型保育事業（いわゆるベビーシッター）
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認可外の家庭的保育事業と区市町村、東京都との関係
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認可外の家庭的保育事業者

区市町村東京都

利用者

立入調査
（集団指導）

報告
（運営状況報告、事故報告等）届出

（設置・変更・休止・廃止）

補助金交付

運営費補助

保育認定
保育料補助



Ⅱ 認可外保育施設の届出
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認可外保育施設の届出義務

◆認可外保育施設の設置者は、事業の開始の日又は
変更・休止・廃止の日から１月以内に都道府県知事
へ届け出なければならない。

（児童福祉法第５９条の２第１項又は第２項）

◆規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
は、５０万円以下の過料に処する。

（児童福祉法第６２条の４）



届出の種別

○設置届

事業開始後、認可外保育施設設置届（別記第1号様式）、事業者の場合は

別紙３の１、個人の場合は別紙３の２及びその他添付書類により必要事項

を届け出ます。

○変更届

事業開始後、次に掲げる届出事項に変更があった場合、認可外保育施設事

業内容等変更届（別記第2号様式）により変更内容を届け出ます。

①施設の名称・所在地・連絡先

②設置者の氏名（名称）・住所（所在地）、連絡先

③管理者の氏名・住所

○休止・廃止届

施設を休止又は廃止した場合、認可外保育施設休止・廃止届（別記第3号

様式）により届け出ます。
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Ⅲ 認可外保育施設の報告
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区市町村への報告

◆運営状況報告

毎年１０月１日時点の施設の運営状況を報告

◆事故報告

施設で重大な事故（死亡、重傷事故、食中毒など）が

 発生した場合に報告
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事故報告について

➢ 重大事故が発生した場合、ただちに報告する義務があります。

➢ 報告の対象となる重大事故の範囲
・死亡事故
・意識不明事故（どんな刺激にも反応しない状態に陥ったもの）
・治療に要する期間が３０日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故
・感染症若しくは食中毒の発生又は発生が疑われる状況が生じた場合
・迷子、置き去り、連れ去り等が発生し、又は発生しかけた場合
・その他、児童の生命又は心身に重大な被害が生じる事故に直結する
ような事案（児童への暴力やわいせつ行為等の事実があると思慮される事案を
含む。）が発生した場合

➢ 報告先
各区市町村へすぐに
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Ⅳ 認可外保育施設指導監督基
準を満たす旨の証明書

13



14

認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書

◆児童福祉法第５９条第１項に基づく立入調査の結
果、「認可外保育施設指導監督基準」の項目を全て
（口頭指摘を含む）満たしている施設に対し、「認
可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」（
以下「証明書」という。）を交付しています。

◆証明書を受けることができる施設は、児童福祉法
第５９条の２第１項の規定により都道府県知事等へ
の届出が義務付けられた施設です。
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証明書が交付されるには

◆児童福祉法第５９条第１項に基づく立入調査の結果、「認可外保育施設
指導監督基準」の項目を全て満たしている施設に対し、交付されます。

◆認可外保育施設指導監督基準は以下のページをご参照ください。

https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/hoiku/ninkagai/shidoukantoku-kijun/youkou050401.html
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証明書が交付されるには

立入調査の結果…

《指摘事項がない場合》

原則として、立入調査後に指摘事項がないことを確
認した日の翌月１日付で交付

《指摘事項がある場合》

原則として、改善状況報告提出後、指摘事項の改善
を確認した日の翌月１日付で交付
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証明書の返還について

◆証明書交付後、基準項目を満たしていないことが確

認された場合は、原則として証明書の返還を求めま

す。

◆証明書返還後、再度基準を満たしているかを確認し、

基準項目を満たしていると確認された場合に証明書

が再交付されます。



幼児教育・保育の無償化について

〇幼児教育・保育の無償化の対象施設となるためには、

①東京都への届出（設置届）

②区市町村の「確認」を受けるための申請（確認申請）

③利用者が「保育の必要性の認定」を区市町村から受け

ること

④国が定める認可外保育施設の基準を満たすこと

 が必要です。
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